
1．趣旨　    　子どもたちの笑顔のために！ 子どもたちの地域での育ちを考える

いかがお過ごしですか。

2. 主催　  　  千葉放課後連

3．日時        令和元年12月８日（日）　10：00～16：00 受付は9：30～

4. 場所　    　千葉市若葉区都賀コミニテイーセンター　２階　多目的室

住所  〒264-0025千葉市若葉区都賀4丁目20番1号　 

電話 043-233-4211

アクセス 電車
JR総武本線 成田線「都賀駅」より徒歩6分

モノレール
千葉都市モノレール「都賀駅」より徒歩6分

駐車場
駐車場は限られた台数（50台）の駐車となっております。駐車出来ないことがあります。
ご不便をおかけしますが、来館の際は公共交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

5.参加対象　　千葉県内の放課後・休日活動事業所に従事するもの 定員50名

（放課後休日活動に奉職して3年から5年以上及び該当職員）

管理者・児童発達支援管理責任者・その他上記に該当するもの

6.参加費　　 会員 1,000円 非会員　1,500円

お弁当 1個700円(飲み物付）

7.研修内容　　　 　№23研修会テーマ　「子ども達の地域での育ちを考える」

放課後・休日活動の現状と課題

放課後等デイサービス　管理職職員研修として実施

講義 「障害児施策の動向」

新ガイドライン策定の趣旨、目的、運用

講師 厚生労働省　援護局障害保険福祉部障害福祉課　障害児・発達障害者支援室

障害児支援専門官　鈴木久也様

8.当日 当日千葉放課後連臨時総会を研修会開始前に行います。

（予定） 9:30 受付

10:00 臨時総会開始（在り方検討委員会設置について）

10:30 臨時総会終了

10:45 研修会１部(講演）開始

12:30 研修会1部(講演）終了

13:30 研修会2部開始アンケート報告

14:00 グループワーク 新ガイドライン策定により何が変わる 現場ではまた制度の側面から、

15:30 講評

16:00 終了・解散

9.締め切り 令和元年11月30日（土）

第23回　千葉放課後連研修会　参加案内(再）

　8月にこの研修会の案内をさせて頂いてから３ヶ月がたちました。３度の台風被害により　被害にあわれた方
心よりお見舞い申し上げます。少しずつでも１日も早く日常の生活に戻れますこと心より願っております。
さて、昨年の指標該当区分の導入等により経営に困難をきたし、いまだにその影響があります。また定員問
題や人員配置基準やら50人以上雇用している法人等にとっては、労働基準法の変更により職員が今までと
は違う働き方をせざるを得ない事業所も出てきています。
放課後・休日活動は「集団の中でのこどもの自発的育ちを支える」と「その家族の生活も支える」大きな２本の
柱を掲げていますが、とても困難な状況が続いています。その中で、ガイドラインの見直しが行われ以前より
は改善されました。これをもって次の報酬改定の根拠となります。
策定にかかわっていらしゃる専門官より直接お話を聞くことで、私たち直接現場で仕事をするものにとって
も、振返りも出来とても有意義だと存じます。
ひょっとしてここは少しと思うことも検証してみることも出来ます。私たちが、今、見過ごしてしまうとその負の影
響を被るのはこども達であり家族です。
お忙しいとは存じますが、ぜひこの機会に学びあい、意見を言える場を作りました。
どうぞ万障お繰り合わせの上、御参加くださいますようお願いいたします。
尚、会員事業所におかれましては、研修会開始前に（定期総会時にお約束していました）臨時総会を開催
いたします。内容は「あり方検討委員会の設置について」です。
別途会員に案内させて頂きます。

令和元年11月1日

千葉放課後連会長　　園山　満也


